
町
県
民
税
お
よ
び
所
得
税
（
確
定
申
告
）の
申
告
会
場
を
開
設

　

川
越
町
役
場
税
務
課
で
は
、
町
県
民
税
申
告
と
所
得
税
確
定
申

告
の
申
告
会
場
を
例
年
通
り
開
設
し
ま
す
が
、
新
庁
舎
移
転
に
伴

い
、
次
の
よ
う
に
申
告
開
場
開
設
場
所
が
変
更
と
な
り
ま
す
の
で
、

お
間
違
え
の
な
い
よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

開
設
期
間　

２
月
１
日

（木）
〜
３
月
15
日

（木）
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

　

※
土
日
祝
を
除
く

　

※
還
付
（
税
金
が
戻
る
）
申
告
以
外
の
確
定
申
告
相
談
は
２
月

　
　

16
日

（金）
以
降
と
な
り
ま
す
。

　

※
資
産
や
株
式
の
譲
渡
所
得
が
あ
る
場
合
の
申
告
相
談
は
受
付

　
　

で
き
ま
せ
ん
（
所
得
税
確
定
申
告
会
場
（
四
日
市
農
協
会
館

　
　

５
階
）
に
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
）

場　

所

　

①
２
月
１
日

（木）
〜
９
日

（金）　
　
　

現
庁
舎　

１
階
西
会
議
室　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
豊
田
一
色
４
０
５
番
地
）       

　

②
２
月
13
日

（火）
〜
３
月
15
日

（木）　

新
庁
舎　

２
階
会
議
室

問
合
せ　

川
越
町
役
場
税
務
課　

℡
３
６
６
・
７
１
１
４

町
県
民
税
の

申
告
に
つ
い
て

　

四
日
市
税
務
署
所
轄
の
確
定
申
告

会
場
が
四
日
市
農
協
会
館
５
階
に
な

り
ま
す
。

※
四
日
市
税
務
署
で
は
確
定
申
告
会

場
を
設
け
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

開
設
期
間　

２
月
１
日

（木）
〜
３
月
15

日
（木）　

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

※
土
日
祝
を
除
く　

※
混
雑
の
状
況
に
よ
り
早
め
に
受
付

を
終
了
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

資
産
や
株
式
の
譲
渡
所
得
が
あ
る

場
合
の
申
告
相
談
は
こ
ち
ら
の
申
告

会
場
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

四
日
市
税
務
署

〒
５
１
０
―
０
０
７
１　

四
日
市
市

西
浦
二
丁
目
２
番
８
号

　
　
　
　
　

℡
３
５
２
・
３
１
４
１

http://w
w
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※
申
告
書
を
郵
送
す
る
場
合
は
四
日

市
税
務
署
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

川
越
町
内
に
住
所
の
あ
る
人
は
、

原
則
と
し
て
申
告
書
を
提
出
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

●
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
人　

●
前
年
中
の
所
得
が
給
与
又
は
公
的

　

年
金
の
み
で
あ
る
人

　

給
与
又
は
公
的
年
金
の
支
払
者
か

ら
支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
ま
す
の

で
、
申
告
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
雑
損
控
除
、
医
療
費
控
除

又
は
寄
附
金
控
除
等
を
受
け
よ
う
と

す
る
人
や
公
的
年
金
の
み
で
配
偶
者

特
別
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
人
な

ど
は
申
告
が
必
要
で
す
。

●
前
年
中
の
所
得
が
川
越
町
の
条
例

　

で
定
め
る
金
額
以
下
の
人
（
非
課

税
）

※
申
告
義
務
の
有
無
に
つ
い
て
は
、

役
場
税
務
課
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

町
県
民
税
の
申
告
相
談
は

地
区
公
民
館
で
行
い
ま
す

　

町
県
民
税
の
申
告
相
談
を
地
区
公

民
館
で
行
い
ま
す
。
（
表
１
）

※
町
県
民
税
の
申
告
書
は
、
町
県
民

税
の
課
税
資
料
と
な
り
、
ま
た
国
民

健
康
保
険
税
（
料
）
の
算
定
や
各
種

手
当
等
の
非
課
税
判
定
の
基
礎
と
な

り
ま
す
か
ら
、
収
入
の
な
か
っ
た
方

で
も
そ
の
理
由
（
扶
養
さ
れ
て
い
る

等
）
を
記
入
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

申
告
が
な
い
場
合
、
公
営
住
宅
・

児
童
手
当
・
老
齢
年
金
・
保
育
所
入

所
・
融
資
等
に
必
要
な
所
得
証
明
書

を
発
行
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

町
県
民
税
の
申
告
が

不
要
の
人

　申告書は役場税務課窓口にてご用意しています。申告書が直接送付された方についてはその申告書をご持参ください。

確定申告

町県民税

確
定
申
告
書
に
添
付
す
る
書
類

申
告
す
る
前
に
、
申
告
書
と
印
鑑
の
ほ
か
に
次
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　

添
付
書
類
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
！

あ
な
た
の
所
得
税
・
住
民
税
が
変
わ
り
ま
す

※税務署による出張申告相談は廃止されました。

四
日
市
税
務
署
所
轄
の
所
得
税
の
確
定
申
告
会
場
は

　

『
四
日
市
農
協
会
館
５
階
』
に
な
り
ま
す

（表１）町県民税の申告相談会場

２月２１日（水）

当新田公民館
（当新田・北福崎）

高松公民館
（高　松）

豊田公民館
（豊　田）

亀崎公民館
（亀崎・亀須）

天神公民館
（天　神）

南福崎公民館
（南福崎・上吉）

２月２２日（木） ２月２３日（金）

９：３０～
　１０：３０

１３：３０～
　１４：３０

■豊田一色地区と、下記日程
で都合の悪い方は役場にて申
告相談を受け付けます。

■下記の相談日
は、時間の都合
により確定申告
の方はご遠慮く
ださい。

●
源
泉
徴
収
票
な
ど
の
収
入
の
分
か

る
も
の

　

所
得
税
を
源
泉
徴
収
さ
れ
た
給
与

所
得
な
ど
が
あ
る
場
合
に
は
、
勤
務

先
等
か
ら
交
付
を
受
け
た
源
泉
徴
収

票
を
確
定
申
告
書
に
添
付
し
て
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

●
各
種
所
得
控
除
（
雑
損
控
除
・
医

療
費
控
除
・
小
規
模
共
済
等
掛
金
控

除
・
生
命
保
険
料
控
除
・
損
害
保
険

料
控
除
・
寄
付
金
控
除
）
を
受
け
る

場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
平
成
18
年
中
に
支

払
っ
た
領
収
書
や
証
明
書
等

●
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受
け

る
た
め
の
書
類

①
住
民
票
の
写
し

②
登
記
簿
謄
（
抄
）
本
や
請
負
契
約

書
な
ど
で
家
屋
の
取
得
年
月
日
や
床

面
積
、
取
得
価
額
を
明
ら
か
に
す
る

書
類

③
住
宅
取
得
資
金
に
係
る
借
入
金
の

年
末
残
高
等
証
明
書

④
住
宅
ロ
ー
ン
等
に
含
ま
れ
る
敷
地

等
の
購
入
に
係
る
ロ
ー
ン
等
に
つ
い

て
、
こ
の
控
除
の
適
用
を
受
け
る
場

合
は
そ
の
敷
地
等
の
登
記
簿
謄
（
抄
）

本
や
そ
の
敷
地
等
の
分
譲
に
係
る
契

約
書
な
ど
で
、
そ
の
敷
地
等
の
取
得

価
額
や
取
得
年
月
日
な
ど
を
明
ら
か

に
す
る
書
類
、
ま
た
は
そ
の
写
し
。

　

な
お
、
増
改
築
等
を
し
た
家
屋
の

場
合
は
、
建
築
確
認
通
知
書
の
写
し
、

も
し
く
は
検
査
済
証
の
写
し
、
ま
た

は
増
改
築
等
工
事
証
明
書
な
ど
も
必

要
と
な
り
ま
す
。

　

各
自
治
体
が
自
主
性
を
発
揮
し
、

よ
り
身
近
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

た
め
に
進
め
ら
れ
て
き
た
三
位
一
体

改
革
。
使
い
方
が
制
約
さ
れ
て
い
る

国
か
ら
地
方
へ
の
補
助
金
を
減
ら
す

代
わ
り
に
、
住
民
に
と
っ
て
真
に
必

要
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
自
治
体
が
自

ら
の
責
任
で
よ
り
効
率
に
行
え
る
よ

う
、
国
の
所
得
税
か
ら
地
方
の
住
民

税
へ
3
兆
円
規
模
の
税
源
が
移
譲
さ

れ
ま
す
。

〈
ポ
イ
ン
ト
１
〉

　

所
得
税
は
減
少
、
住
民
税
は
増
加

と
な
り
ま
す
が
、
所
得
税
と
住
民
税

を
合
わ
せ
た
税
負
担
は
基
本
的
に
変

わ
り
ま
せ
ん
。

〈
ポ
イ
ン
ト
２
〉

　

所
得
税
と
住
民
税
の
納
付
方
法
に

よ
っ
て
、
税
源
移
譲
の
影
響
が
出
る

時
期
に
ズ
レ
が
あ
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
方
の

よ
う
に
、
毎
月
の
給
料
か
ら
税
金
を

天
引
き
さ
れ
て
い
る
方
は
、
所
得
税

の
減
少
は
平
成
19
年
１
月
分
の
給
料

か
ら
、
住
民
税
の
増
加
は
平
成
19
年

６
月
分
の
給
料
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
実

施
さ
れ
ま
す
の
で
、
税
源
移
譲
の
影

響
は
税
負
担
の
減
少
が
先
行
さ
れ
ま

す
。
そ
の
一
方
で
、
事
業
を
さ
れ
て

い
る
方
は
、
住
民
税
の
増
加
は
平
成

19
年
６
月
分
か
ら
、
所
得
税
の
減
少

は
平
成
20
年
３
月
の
確
定
申
告
か
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
実
施
さ
れ
ま
す
の
で
、
税

源
移
譲
の
影
響
は
税
負
担
の
増
加
が

先
行
さ
れ
ま
す
。

〈
ポ
イ
ン
ト
３
〉

　

税
源
移
譲
が
行
わ
れ
る
平
成
19
年

度
に
は
、
国
の
税
制
改
正
等
に
よ
る

税
負
担
の
増
加
が
あ
り
ま
す
。

　

平
成
11
年
度
か
ら
景
気
対
策
の
た

め
に
暫
定
的
な
税
負
担
の
軽
減
措
置

と
し
て
導
入
さ
れ
て
い
た
定
率
減
税

が
、
最
近
の
経
済
状
況
を
踏
ま
え
て

廃
止
さ
れ
ま
す
。

新庁舎移転に伴い
申告会場が変わります！

お知らせ

「
な
ぜ
？
」

１．定率減税額が変わる

　平成11年に景気回復対策として導入された制度

で、算出した所得税額の20％相当額（上限25万円）

を、納付すべき税額から控除する制度でしたが、

今回の申告では所得税額の10％（上限12万5000円）

の控除となります。

２．寄付金控除の適用下限が緩和

　寄付金控除の適用下限が従前の1万円から5千円

に引き下げられました。

３．住宅耐震改修特別控除が新設

　昭和56年5月31日以前（建築基準法の改正以前）

に建築された自宅の耐震改修をした場合に、その

費用の10％（上限20万円）を所得税額から控除で

きます。ただし、地方公共団体の長の住宅耐震改

修に関する証明書等を添付する必要があります。

平成18年分の所得税の確定申告から
　　　　　適用される主な改正点について
平成18年分の所得税の確定申告から
　　　　　適用される主な改正点について

「
ど
う
変
わ
る
？
」

平成18年
所
得
税
…
平
成
18
年
１
月
分

か
ら
税
額
の
10
％
相
当
額
を

減
額
（
上
限
12
・
５
万
円
）

住
民
税
…
平
成
18
年
６
月
分

か
ら
税
額
の
７
・
５
％
相
当

額
を
減
額
（
上
限
２
万
円
）

平成19年以降
所
得
税
…
平
成
１９
年
１
月
分

か
ら
廃
止

住
民
税
…
平
成
１９
年
６
月
分

か
ら
廃
止

※
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
方
は
、

　

こ
の
申
告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん

所
得
税　平

成
１９
年
１
月
分
か
ら
適
用

平
成
１９
年
６
月
分
か
ら
適
用

住
民
税

４
段
階
の
税
率（
10
、20
、30
、37
％
）     

６
段
階（
５
、10
、20
、23
、33
、40
％
）

に
細
分
化

（
所
得
税
と
住
民
税
を
合
わ
せ
た
税

負
担
が
変
わ
ら
な
い
よ
う
制
度
設
計
）

３
段
階
の
税
率
（
５
、
10
、
13
％
）

一
律
10
％
に

　

（
町
民
税
６
％
、
県
民
税
４
％
）

23


